
く
ら
し
全
般

8

保
険
・
年
金
・
税

7

健
康
・
福
祉

4

ま
ち
づ
く
り
・
環
境
12

募
　
　
集

11

人
権
・
文
化
・
ス
ポ
ー
ツ
14

施
設
の
催
し

16

す
こ
や
か
ひ
ろ
ば
22

2026.077

問
保
険
給
付
課

６
８
５
８
・
２

２
９
５

国
民
健
康
保
険
限
度
額
適
用
認
定
証

　
現
在
認
定
証
を
持
っ
て
い
て
８
月
以
降
も

要
件
を
満
た
す
人
に
、
新
し
い
認
定
証
を
７

月
中
旬
に
送
り
ま
す
。
マ
イ
ナ
保
険
証
を
持

っ
て
い
な
い
70
歳
以
上
で
課
税
所
得
145
万
円

未
満
ま
た
は
690
万
円
以
上
の
人
は
、
資
格
確

認
書
の
提
示
で
限
度
額
ま
で
の
支
払
い
に
な

る
の
で
認
定
証
は
不
要
で
す
。
70
歳
未
満
の

人
、
お
よ
び
70
歳
以
上
か
つ
課
税
所
得
が
145

万
円
以
上
690
万
円
未
満
ま
た
は
非
課
税
世
帯

の
人
で
、
８
月
か
ら
の
認
定
証
が
新
た
に
必

要
な
人
は
手
続
き
が
必
要
で
す
。

　
な
お
、
マ
イ
ナ
保
険
証
を
持
っ
て
い
る
人

は
認
定
証
が
不
要
で
す
の
で
、
ぜ
ひ
マ
イ
ナ

保
険
証
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

申
新
た
に
認
定
証
を
希
望
す
る
人
は
申
請
書

（
市
HP
で
DL
可
）を
同
課
に
郵
送
か
、
７
月
６

日
㈪
以
降
に
本
人
確
認
書
類
を
持
っ
て
、
同

課
か
庄
内
・
新
千
里
の
各
出
張
所

後
期
高
齢
者
医
療
限
度
額
適
用
認
定
証

　
マ
イ
ナ
保
険
証
か
限
度
区
分
の
併
記
の
あ

る
資
格
確
認
書（
申
請
が
必
要
）の
提
示
で
限

度
額
ま
で
の
支
払
い
と
な
り
ま
す
。

　
な
お
、
現
在
認
定
証
ま
た
は
限
度
区
分
の

併
記
の
あ
る
確
認
書
を
持
っ
て
い
る
人
は
、

限
度
区
分
が
併
記
さ
れ
た
新
し
い
確
認
書
を

７
月
中
に
送
る
た
め
申
請
は
不
要
で
す
。

申
新
た
に
併
記
を
希
望
す
る
人
は
本
人
確
認

書
類
を
持
っ
て
、
同
課
か
庄
内
・
新
千
里
の

各
出
張
所

保
険
・
年
金
・
税

国
民
健
康
保
険

資
格
確
認
書
な
ど
を
送
り
ま
す

　
国
民
健
康
保
険
加
入
者
の
う
ち
、
マ
イ
ナ

保
険
証
の
利
用
登
録
が
な
い
人
に
新
し
い
資

格
確
認
書（
茶
色
）を
、
70
歳
以
上
で
マ
イ
ナ

保
険
証
の
利
用
登
録
の
あ
る
人
に
資
格
情
報

の
お
知
ら
せ
を
７
月
下
旬
に
送
り
ま
す
。
現

在
お
持
ち
の
資
格
確
認
書
は
、
８
月
１
日
㈯

以
降
使
え
ま
せ
ん
。
な
お
、
８
月
１
日
よ
り

高
齢
受
給
者
証
は
マ
イ
ナ
保
険
証
ま
た
は
資

格
確
認
書
と
一
体
化
す
る
た
め
、
送
付
し
ま

せ
ん
。

問
保
険
相
談
課

６
８
５
８
・
２
３
０
１

後
期
高
齢
者
医
療
保
険

資
格
確
認
書
を
送
り
ま
す

　
75
歳
以
上
の
人（
障
害
に
よ
る
認
定
の
場

合
は
65
歳
以
上
）に
、
資
格
確
認
書
を
７
月

中
に
送
り
ま
す
。
有
効
期
限
が
切
れ
た
資
格

確
認
書
は
破
棄
し
て
く
だ
さ
い
。

問
保
険
相
談
課

６
８
５
８
・
２
３
０
１

高
額
療
養
費
制
度
限
度
額
適
用

認
定
証
の
発
行

　
マ
イ
ナ
保
険
証
か
各
限
度
額
適
用
認
定
証

の
提
示
に
よ
り
、
医
療
機
関
に
支
払
う
金
額

（
保
険
適
用
分
）が
、
年
齢
・
所
得
要
件
な
ど

に
よ
る
区
分
に
応
じ
た
限
度
額（
月
額
）ま
で

に
な
り
ま
す
。
各
区
分
の
限
度
額
は
市
HP
参

照
。

市税納期限　7月31日㈮＝固定資産税・都市計画税2期（問固定資産税課 6858-2150）

私
道
・
利
用
制
限
の
あ
る
土
地
の

固
定
資
産
税
の
減
額
制
度

　
利
用
に
制
限
が
あ
る
土
地（
一
部
ま
た
は

全
部
が
道
路
で
あ
る
、
が
け
地
部
分
を
含

む
、
建
築
が
困
難
で
あ
る
な
ど
）は
税
額
が

減
額
さ
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
当
該
部
分

の
面
積
が
分
か
る
図
面
を
添
え
て
申
告
し
て

く
だ
さ
い
。

問
固
定
資
産
税
課

６
８
５
８
・

２
１
４
８

税

令
和
８
年
度 

保
険
料
の

決
定
通
知
書
を
送
り
ま
す

　
介
護
保
険
料
お
よ
び
後
期
高
齢
者
医
療
制

度
保
険
料
の
決
定
通
知
書
を
７
月
中
旬
に
送

り
ま
す
。

　
ま
た
、
失
業
に
よ
る
大
幅
な
収
入
減
や
災

害
で
納
入
が
困
難
な
と
き
は
、
減
免
さ
れ
る

場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、
納
期
限
ま
で
に
相

保
　
　
険

談
し
て
く
だ
さ
い
。

問
保
険
相
談
課

６
８
５
８
・
２
３
０
１

キ
ス
ト
代
）　
申
申
込
用
紙（
市
HP
で
DL
可
）

を
提
出
。
８
月
14
日
㈮
必
着　
問

大
阪
障
害
者
自
立
支
援
協
会

６

７
４
８
・
０
５
８
７

ア
タ
マ
と
カ
ラ
ダ
の

健
康
チ
ャ
レ
ン
ジ

時
所
８
月〈
シ
ョ
コ
ラ
〉５
日
㈬
、〈
蛍
池
公

民
館
〉７
日
㈮
、〈
中
央
公
民
館
〉18
日
㈫
。

10
時
～
、
14
時
～
。
各
120
分　
内
認
知
症
や

予
防
に
関
す
る
講
話
、
ス
ト
レ
ッ
チ
、
認
知

機
能
測
定　
対
65
歳
以
上
、
各
回
20
人
。
今

年
度
初
受
講
者
優
先　
申
電
話
。
先
着
順　

問
健
康
推
進
課

６
８
５
８
・
２
２
３
６

発
達
障
害
で
悩
む
人
を
サ
ポ
ー
ト

専
門
相
談
窓
口
が
あ
り
ま
す

　
発
達
障
害
ま
た
は
そ
の
疑
い
が
あ
り
、
日

常
生
活
で
の
不
便
さ
や
ひ
き
こ
も
り
な
ど
の

悩
み
を
抱
え
る
18
歳
以
上
の
人
や
家
族
か
ら

の
相
談
に
、
心
理
師
な
ど
の
専
門
の
相
談
員

が
対
応
し
ま
す
。
必
要
に
応
じ
て
、
訪
問
も

行
い
ま
す
。

▼
相
談
窓
口
ら
・
ぷ
ら
す（
ひ
ま
わ
り
内
）

６
３
３
５
・
７
６
７
７
＝
月
曜
～
金
曜
日

（
祝
・
休
日
除
く
）９
時
～
17
時
15
分

障
　
害
　
者

府
盲
ろ
う
者
通
訳
・
介
助
者

養
成
研
修

時
連
９
月
７
日
㈪
10
時
30
分
～
17
時
ほ
か

（
全
19
回
）　
所
福
祉
情
報
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー（
大
阪
市
東
成
区
）　
内
視

覚
と
聴
覚
に
重
複
し
て
障
害
が
あ
る
人
へ
の

通
訳
・
介
助
方
法　
対
60
人　
￥
実
費（
テ
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記
号
の
説
明
内
＝
内
容
・
テ
ー
マ　
対
＝
対
象・定
員　
￥
＝
費
用・参
加
費　
持
＝
持
ち
物　
申
＝
申
し
込
み　
共
通
＝
催
し
名
、
代
表
者
の

名
前
（
ふ
り
が
な
）・
郵
便
番
号
・
住
所
・
電
話
番
号　
連
＝
連
続
で
参
加
が
必
要　
HP
＝
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ　
DL
＝
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド

く
ら
し
全
般

令
和
７
年
国
勢
調
査
の
速
報
値

世
帯
数
・
人
口
と
も
に
増
加

　
令
和
７
年
10
月
１
日
実
施
の
国
勢
調
査
の

速
報
値
が
公
表
さ
れ
ま
し
た
。
市
の
世
帯
数

は
18
万
７
千
18
世
帯
、
人
口
は
40
万
４
千
479

人
で
し
た
。
前
回（
令
和
２
年
）の
同
調
査
と

比
べ
て
、
世
帯
数
は
１
万
51
世
帯（
５
・

68
％
）、
人
口
は
２
千
921
人（
０
・
73
％
）の

増
加
と
な
り
ま
し
た
。
こ
の
集
計
結
果
は
速

報
値
で
あ
り
、
９
月
公
表
予
定
の
確
報
値
と

は
異
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

問
行
政
総
務
課

６
８
５
８
・
２
０
５
５

ニュースニュース

ボ
ー
ト
レ
ー
ス

市
制
施
行
90
周
年
記
念
競
走

時
７
月
24
日
㈮
～
27
日
㈪　
所
ボ
ー
ト
レ
ー

ス
住
之
江（
大
阪
市
住
之
江
区
）　
他
収
益
金

の
一
部
は
、
市
の
事
業
に
充
当　
問
行
政
総

務
課

６
８
５
８
・
２
０
４
７

サ
マ
ー
ジ
ャ
ン
ボ
宝
く
じ
な
ど
を

発
売

　
当
せ
ん
金
は
、
１
等
と
前
後
賞
合
わ
せ
て

７
億
円
。
サ
マ
ー
ジ
ャ
ン
ボ
プ
レ
ミ
ア
ム
・

サ
マ
ー
ジ
ャ
ン
ボ
ミ
ニ
も
同
時
発
売
。
全
国

の
宝
く
じ
売
り
場
で
購
入
可
。
収
益
金
は
、

市
町
村
の
明
る
く
住
み
よ
い
ま
ち
づ
く
り
に

活
用
し
ま
す
。

▼
発
売
期
間
＝
６
月
30
日
㈫
～
７
月
31
日
㈮

▼
抽
選
日
＝
８
月
12
日
㈬

問
大
阪
府
市
町
村
振
興
協
会

６
９
４
１
・

７
４
４
１

市
長
が
所
得
等
報
告
書
な
ど
を

作
成

　
長
内
繁
樹
市
長
は「
政
治
倫
理
の
確
立
の

入
札
参
加
資
格
審
査
申
し
込
み
の

受
け
付
け
開
始

対
市
内
事
業
者　
申
７
月
１
日
㈬
～
11
月
25

日
㈬
に
必
要
書
類（
市
HP
を
参
照
）を
提
出　

問
契
約
検
査
課

６
８
５
８
・
２

０
７
５

自
衛
官
な
ど
の
募
集

内
①
航
空
学
生
②
一
般
曹
候
補
生
③
２
等
陸

・
海
・
空
士（
任
期
制
自
衛
官
）　
対
①
18
歳

～
23
歳
②
③
18
歳
～
32
歳　
申
募
集
要
項

（
自
衛
隊
大
阪
地
方
協
力
本
部
HP
で
DL
可
）を

参
照
の
上
、
①
７
月
１
日
㈬
～
８
月
28
日
㈮

②
７
月
１
日
㈬
～
９
月
１
日
㈫
③
随
時
。
い

ず
れ
も
電
話　
問
自
衛
隊
豊
中
募
集
案
内
所

６
８
４
３
・
８
４
０
０

成
人
式　
は
た
ち
の
つ
ど
い
の

企
画
委
員
を
募
集

　
１
月
11
日
㈷
開
催
の
成
人
式
の
企
画
や
、

式
典
で
誓
い
の
言
葉
の
宣
誓
や
花
束
受
贈
な

ど
を
担
当
し
ま
す
。
平
日
に
会
議
あ
り
。

対
平
成
18
年
４
月
２
日
～
平
成
19
年
４
月
１

日
生
ま
れ
の
人　
申
７
月
31
日
㈮
ま
で
に
市

HP
か
電
話　
問
社
会
教
育
課

６

８
５
８
・
２
５
８
２

地
域
Ｉ
Ｔ
リ
ー
ダ
ー
に
よ
る

ス
マ
ホ
・
パ
ソ
コ
ン
講
習

時
①
７
月
27
日
㈪
②
８
月
24
日
㈪
。
14
時
～

16
時　
所
エ
キ
ス
タ
と
よ
な
か　
内
①
ス
マ

ホ
の
便
利
な
使
い
方
②
ワ
ー
ド
で
ア
ル
バ
ム

作
成　
対
文
字
入
力
が
で
き
る
人
、
①
14
人

②
６
人　
￥
各
700
円　
申
市
HP
か
、
返
信
先

明
記
の
往
復
は
が
き（
１
人
１
枚
）に
共
通
、

①
②
の
希
望
順
を
書
き
、
〒
561
–８
５
０
１ 

豊
中
市
役
所
内
エ
キ
ス
タ
と
よ
な
か
運
営
協

議
会
事
務
局
に
提
出
。
７
月
13
日
㈪
必
着
。

抽
選　
問
エ
キ
ス
タ
と
よ
な
か
運

営
協
議
会
事
務
局

６
８
５
８
・

２
６
６
９

昨年度の様子。友達同士の申し込みも大
歓迎です

人口と世帯数 〈6月1日時点・推計〉	 男 ▶186,219人（－48人）	   女 ▶211,443人（－32人）
	  計 ▶397,662人（－80人）	  世帯▶184,024（＋126）　（　）は前月からの増減

た
め
の
豊
中
市
長
の
資
産
等
の
公
開
に
関
す

る
条
例
」に
基
づ
き
、
所
得
等
報
告
書
と
関

連
会
社
等
報
告
書
を
作
成
し
ま
し
た
。
各
報

告
書
は
、
６
月
30
日
㈫
か
ら
市
政
情
報
コ
ー

ナ
ー
で
閲
覧
可
。

問
秘
書
課

６
８
５
８
・
２
０
１
０

国
民
年
金
保
険
料
の
免
除
・

納
付
猶
予
申
請

　
本
人
・
世
帯
主
・
配
偶
者
の
前
年
所
得
が

一
定
額
以
下（
詳
細
は
市
HP
参
照
）の
場
合
や

失
業
な
ど
条
件
に
該
当
す
る
場
合
、
保
険
料

が
免
除
ま
た
は
猶
予
さ
れ
る
制
度
が
あ
り
ま

す
の
で
、
本
人
が
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

追
納
制
度

　
過
去
10
年
以
内
の
免
除
、
猶
予
、
学
生
納

付
特
例
期
間
の
保
険
料
に
つ
い
て
、
申
請
に

よ
り
さ
か
の
ぼ
っ
て
納
付
す
る
こ
と
で
、
老

齢
基
礎
年
金
を
満
額
に
近
づ
け
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。

問〈
免
除
・
納
付
猶
予
申
請
〉国
民
年
金
係

６
８
５
８
・
２
２
６
４
、〈
追
納
〉

豊
中
年
金
事
務
所

６
８
４
８
・

６
８
３
１

国
民
年
金

国
内
外
へ
出
入
国
す
る
際
の

国
民
年
金
の
手
続
き

　
国
民
年
金
第
１
号
被
保
険
者
が
海
外
に
居

住
す
る
場
合
や
、
海
外
に
居
住
し
て
い
て
帰

国
し
国
内
に
住
所
を
有
し
た
場
合
は
手
続
き

が
必
要
で
す
。
ま
た
、
日
本
国
籍
の
人
は
申

し
出
に
よ
り
、
海
外
に
居
住
中
も
国
民
年
金

に
任
意
加
入
で
き
ま
す
。

問
国
民
年
金
係

６
８
５
８
・
２
２
６
４

保険・年金・税


